




令和８年度当初予算会計別一覧表

会　計　区　分

千円 千円 千円 ％

47,780,000 46,700,000 1,080,000 2.3

273 468 △ 195 △ 41.7

8,530,000 9,102,000 △ 572,000 △ 6.3

9,577,000 9,807,000 △ 230,000 △ 2.3

1,670,000 1,413,000 257,000 18.2

50,797 67,878 △ 17,081 △ 25.2

253,200 234,400 18,800 8.0

15,906 13,421 2,485 18.5

20,097,176 20,638,167 △ 540,991 △ 2.6

　水道事業会計 収　　入 (4,016,804) (3,712,721) (304,083) 8.2

支　　出 3,776,192 3,612,226 163,966 4.5

収　　入 (4,777,730) (5,535,153) (△757,423) △ 13.7

支　　出 5,421,997 5,976,946 △ 554,949 △ 9.3

　水道事業会計 収　　入 (2,277,207) (2,292,847) (△15,640) △ 0.7

支　　出 2,156,324 2,111,895 44,429 2.1

収　　入 (293,277) (650,416) (△357,139) △ 54.9

支　　出 1,098,890 1,742,452 △ 643,562 △ 36.9

80,330,579 80,781,686 △ 451,107 △ 0.6
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水道事業会計

収 益 的

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

食 品 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計

コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計

藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計

年　　　度

　　一　　　般　　　会　　　計

土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
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議第１１６号 

 

令和８年度新発田市一般会計予算 

 

 令和８年度新発田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 47,780,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為を

することができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、 

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

2,500,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を 

流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   令和８年２月２５日提出 

                 新発田市長  二階堂   馨 
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第２表　 債務負担行為

令和９年度
～

令和１１年度
185,139千円

事　　　　　　　項 期　　　間 限　　　度　　　額

ふるさとしばた応援寄附推進事業
令和９年度

～
令和１０年度

　ふるさとしばた応援寄附金の
返礼品提供に要する経費

総合計画・総合戦略策定・進行管理事業 令和９年度 8,261千円

新潟県議会議員一般選挙事業 令和９年度 5,460千円

新発田市議会議員一般選挙事業 令和９年度 20,127千円

資源ごみ収集処理事業 令和９年度 9,603千円

し尿等下水道投入施設運営事業 令和９年度 151,008千円

市道改良整備事業 令和９年度 40,000千円

小学校遠距離通学支援事業
（豊浦小学校分）

85,656千円
令和９年度

～
令和１１年度

小学校遠距離通学支援事業
（東小・東中学校「松浦地区」分）
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第３表　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 ％以内

公 共 施 設 整 備 事 業

コミュニティセンター整備事業

老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業

老 人 福 祉 施 設 解 体 事 業

保 育 園 整 備 事 業

児 童 福 祉 施 設 解 体 事 業

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業

上 水 道 事 業

一 般 廃 棄 物 処 理 事 業

有 機 資 源 セ ン タ ー 事 業

農 業 基 盤 整 備 事 業

林 道 整 備 事 業

漁 港 整 備 事 業

道 路 整 備 事 業

自 然 災 害 防 止 事 業

都 市 計 画 事 業

公 営 住 宅 整 備 事 業

防 災 基 盤 整 備 事 業

消 防 施 設 整 備 事 業

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業

体 育 施 設 整 備 事 業

義 務 教 育 施 設 解 体 事 業

過疎地域持続的発展特別事業

借 換 債

計

普通貸借又
は証券発行

政府資金又は県
貸付金については
その融資条件によ
り、銀行その他の
場合はその債権者
と協定する。ああ

ただし、市財政
の都合により、据
置期間及び償還期
限を短縮し、若し
くは繰上償還又は
低利に借換えをす
ることができる。
あ あ あ あ あ

　ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金など
で、利率見直
しを行った後
については、
当該見直し後
の利率とする

。

。
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